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スタート
７年１月１日に八千代市内に居住していた

八千代市在住の親族に扶養
されている

源泉徴収票に記載されている
控除に変更、追加する控除が
ある

八千代市への申告は不要です。
７年１月１日現在でお住まいの市区
町村で、申告してください。

収入が給与または公的年金のみで
支払者から八千代市へ支払報告書
が提出されている

６年中に収入があった

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

いいえ

所
得
税
確
定
申
告
書
の

提
出
が
必
要
で
す
。

市
民
税
・
県
民
税
申
告
書
の

提
出
は
不
要
で
す
。

市
民
税
・
県
民
税
申
告
書
の
提
出
が

必
要
で
す
。
な
お
、
内
容
に
よ
り
確

定
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

次のいずれかに該当する
●所得税の還付を受ける人
●公的年金収入が400万円を超える人
●公的年金収入は400万円以下だが、公的年
金以外の所得合計が20万円を超える人
●給与収入が2,000万円を超える人
●給与所得者で主たる給与以外の所得が20万
円を超える人
●営業、農業、不動産、譲渡所得などの税額を
計算した結果、納税となる人

市民税・県民税市民税・県民税のの申告申告

下のチャートで申告が必要か
確認してください申告が必要な人 会場と受付期間

　２月３日㈪～３月17日㈪に市役所で市民税・県民税の申告を受け付け
ます。また、２月17日㈪～３月17日㈪は千葉西税務署と市役所で所得税
の確定申告が行われます。

※ 収入がない人でも、国民健康保険料などの各種保険料の算定や、非課
税証明の申請には申告が必要です。
※ 市内に居住していない人でも、７年１月１日現在、市内に事業所・事
務所がある人は申告が必要です。

□申告書（会場にも置いてあります）
□マイナンバーカード（または番号確認書類と本人確認書類）
□源泉徴収票などの収入や経費がわかる書類
□国民年金、介護保険、健康保険など社会保険の領収書や証明書
□生命保険料や地震保険料などの控除証明書
□障害者手帳や療育手帳などの内容が確認できるもの
□医療費控除の明細書やセルフメディケーション税制の明細書
　（領収書の添付または提示では控除の適用ができません。）
※市民税・県民税申告書などは市ホームページから印刷することができます。

• 市役所会場では、作
成済み申告書の提出
と申告書の作成相談
を受け付けます。
• 支所・連絡所では、
作成済み申告書の提
出のみ受け付けます。

受付期間　 ２月３日㈪～３月17日㈪
（土曜・日曜日、祝日を除く）

受付時間　 午前８時30分～午後５時
※開始前の受付待ちはご遠慮ください。

会　　場　 八千代市役所　多目的棟会議室
（市役所本庁舎南側）

低
所
得
世
帯
に
３
万
円
の
給
付
金
を
支
給
し
ま
す

物
価
高
騰
の
影
響
が
大
き
い
低
所
得
世
帯
へ
１
世
帯
あ
た
り
３
万
円
の

給
付
金
及
び
こ
ど
も
加
算（
こ
ど
も
１
人
あ
た
り
２
万
円
）を
支
給
し
ま
す
。

▼
対
象

６
年
12
月
13
日
現
在
で
八
千
代
市
に
住
民
票
が
あ
り
、
次
の

①
・
②
に
該
当
す
る
世
帯
。
い
ず
れ
も
「
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
人

か
ら
扶
養
さ
れ
て
い
る
人
の
み
の
世
帯
」は
対
象
外
。
こ
ど
も
加
算
は
①
・

②
に
該
当
す
る
世
帯
の
う
ち
18
歳
以
下
（
平
成
18
年
４
月
２
日
生
ま
れ
以

降
）
の
児
童
が
い
る
世
帯
が
対
象
。
①
６
年
度
分
住
民
税
で
、
均
等
割
が

非
課
税
と
な
っ
た
人
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
世
帯
（
非
課
税
世
帯
）、

②
６
年
度
分
住
民
税
で
、
所
得
割
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
人
の
み
で
構
成

さ
れ
て
い
る
世
帯
で
①
を
除
く
世
帯
（
均
等
割
の
み
課
税
世
帯
）

▼
申
請
方
法

対
象
世
帯
に
は
２
月
中
旬
よ
り
順
次
書
類
を
発
送
。
返
送

が
必
要
な
書
類
が
届
い
た
場
合
は
、申
請
期
間
内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

未
申
告
の
人
が
い
る
場
合
や
６
年
１
月
以
降
に
２
回
以
上
市
町
村
を
ま
た

ぐ
引
越
し
を
し
た
人
が
い
る
場
合
、
書
類
は
届
き
ま
せ
ん
。
支
給
希
望
の

場
合
は
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
※
６
年
12
月
13

日
以
降
に
子
ど
も
連
れ
で
離
婚
を
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
①
②
の
状
況
に
な

っ
た
世
帯
、
Ｄ
Ｖ
な
ど
で
避
難
し
て
お
り
住
民
票
と
居
住
地
が
異
な
る
世

帯
、
寮
に
入
っ
て
い
る
な
ど
住
民
票
が
別
世
帯
と
な
っ
て
い
る
が
生
計
同

一
の
児
童
が
い
る
場
合
、
申
請
が
必
要
で
す
。
書
類
は
届
き
ま
せ
ん
の
で

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
▼
申
請
期
限

５
月

30
日
㈮
ま
で

▼
窓
口
・
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

〒
２
７
６

－

８
５
０
１
大

和
田
新
田
３
１
２
番
地
５
八
千
代
市
役
所
地
下
１
階
・
物
価
高
騰
支
援
給

付
金
グ
ル
ー
プ
（
４
２
１
）６
７
４
６
（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
）

（
福
祉
総
合
相
談
課
）

２
月
・
３
月
検
針
分
の
水
道
基
本
料
金
を
免
除
し
ま
す

物
価
高
騰
の
影
響
に
よ
る
負
担
の
軽
減
を
目
的
に
、官
公
署
を
除
く
す

べ
て
の
給
水
契
約
者
の
水
道
基
本
料
金
を
免
除
し
ま
す
。詳
し
く
は
検
針

時
の
お
知
ら
せ
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
。下
水
道
使
用
料
の
請
求
金
額

に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
給
排
水
相
談
課
（
４
８
３
）６
１
５
５
）

八
千
代
市
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
及
び

八
千
代
市
公
共
施
設
等
個
別
施
設
計
画（
素
案
）に
対
す
る
意
見

「
八
千
代
市
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
実
施
要
綱
」
に
基
づ
き
、
八

千
代
市
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
及
び
八
千
代
市
公
共
施
設
等
個
別
施

設
計
画
（
素
案
）
へ
の
意
見
を
募
集
し
ま
す
。
意
見
を
提
出
で
き
る
人
は
、

市
内
に
住
所
が
あ
る
人
、
市
内
に
事
務
所
か
事
業
所
が
あ
る
人
、
市
内
に

勤
務
し
て
い
る
人
、
市
内
の
学
校
に
在
学
し
て
い
る
人
、
当
該
事
案
に
利

害
関
係
を
有
す
る
人
で
す
。意
見
に
対
し
て
の
個
別
回
答
は
行
い
ま
せ
ん
。

▼
募
集
期
間

２
月
６
日
㈭
〜
３
月
８
日
㈯
必
着

▼
公
表
場
所

資

産
管
理
課
、
法
務
課
情
報
公
開
班
、
支
所
・
連
絡
所
、
公
民
館
、
図
書
館
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▼
意
見
の
提
出
方
法
・
送
付
先

募
集
期
間
中
に
公

表
す
る
実
施
要
項
に
記
載

（
資
産
管
理
課
（
４
２
１
）６
７
２
３
）

お問い合わせは
市民税課 ４21-6691へ

車
両
入
口

新川大橋通り

車両入口

市役所正面
入口

入口

　申告に必要なもの

　郵送での提出にご協力ください
市民税・県民税申告書は郵送により提出することができます。
申告書の控えが必要な人は、返信先を記入して切手を貼った返信
用封筒を同封してください。
【郵送先】〒276-8501  大和田新田312-５  八千代市役所市民税課


